
『帝
国
日
本
の
統
治
法
』訂
正
表 

 

本
書
に
以
下
の
訂
正
が
あ
り
ま
し
た
。
謹
ん
で
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。 

四
四
〇 

四
三
三 

〃 四
三
〇 

四
二
八 

三
四
一 

三
三
〇 

三
一
九 

三
〇
五 

二
九
五 

二
三
八 

二
二
六 

二
二
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二
一
九 

二
一
一 

一
九
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〃 一
一
一 

九
五 

〃 二
二 

一
四 

一
二 

一
〇 

六 四 ⅲ ⅱ 袖 帯 

頁 
前
か
ら
六
行
目 

後
か
ら
八
行
目 

前
か
ら
十
行
目 

前
か
ら
二
行
目 

後
か
ら
四
～
三
行
目 

前
か
ら
一
行
目 

後
か
ら
三
行
目 

後
か
ら
一
行
目 

前
か
ら
三
行
目 

後
か
ら
五
行
目 

前
か
ら
八
行
目 

後
か
ら
六
行
目 

後
か
ら
四
行
目 

後
か
ら
三
行
目 

前
か
ら
九
行
目 

後
か
ら
八
行
目 

後
か
ら
二
行
目 

後
か
ら
三
行
目 

後
か
ら
八
行
目 

後
か
ら
二
行
目 

後
か
ら
三
行
目 

前
か
ら
六
行
目 

後
か
ら
三
行
目 

後
か
ら
九
行
目 

後
か
ら
六
行
目 

後
か
ら
四
行
目 

後
か
ら
二
行
目 

前
か
ら
八
行
目 

  行 

企
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

市
協
議
会
員
は 

市
・
街
協
街
庄
協
議
会 

街
庄
統
治
に
つ
い
て
の
み 

警
部
警
部
補 

警
察
官
吏
ノ 

六
月
二
〇
か
ら 

『
植
民
地
台
湾
と
地
方
「自
治
制
度
」』 

同
化
主
義
主
義
政
策 

多
衆
結
合
ス
ル
為
」 

面
行
政
制
刷
新 

人
（
道
知
事
）
が
い
た 

一
九
二
〇
年
台
に 

考
え
ら
れ
て
い
る 

比
較
的
少
数
ニ
シ
テ 

道
会
に
諮
問 

一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年 

一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）
年 

市
は
市
参
事
会 

一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年 

一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）
年 

重
視
し
て
考
慮 

「
沖
縄
県
地
方
制
度
近
代
化
の
過
程―
奈
良
県
県
政 

国
家
」と
す
る 

日
本
近
代
国
体
の 

焦
点
を
と
し 

テ
ツ
サ
・
モ
ー
リ
ス
＝
ス
ズ
キ 

一
九
一
一
年 

矢
切
務 

統
治
法
の
中
核 

訂
正
前 
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企
図
し
た
。 

市
・
街
庄
協
議
会
員
は 

市
・
街
庄
協
議
会 

街
庄
統
治
を
中
心
に 

警
部
、
警
部
補 

警
察
官
吏
ヲ 

六
月
二
〇
日
か
ら 

『
植
民
地
台
湾
と
地
方
「自
治
」
制
度
』 

同
化
主
義
政
策 

多
衆
結
合
ス
ル
」 

面
行
政
刷
新 

人
た
ち
（
道
知
事
を
含
む
）
が
い
た 

一
九
二
〇
年
代
に 

考
え
ら
れ
る 

比
較
的
少
数
（
内
地
人
一
三
〇
人
、
朝
鮮
人
一
二
六
人―

本
書
、
二
一

三
頁
参
照―

山
中
注
）
ニ
シ
テ 

道
評
議
会
に
諮
問 

一
九
一
〇
年 

一
九
〇
九
年 

市
制
は
市
参
事
会 

一
九
一
〇
年 

一
九
〇
九
年 

重
視
し
て
考
察 

「
沖
縄
県
地
方
制
度
近
代
化
の
道
程―

奈
良
原
県
政 

国
家
」と
述
べ
て
い
る 

日
本
近
代
国
家
の 

焦
点
と
し 

テ
ッ
サ
・
モ
ー
リ
ス
＝
ス
ズ
キ 

一
九
一
九
年 

矢
切
努 

統
治
法
の
中
軸 

訂
正
後 



八
四
九 

八
四
六 

八
四
三 

八
三
四 

八
〇
五 

八
〇
二 

七
九
四 

七
八
八 

七
六
四 

七
三
三 

七
二
一 

七
二
〇 

七
一
〇 

七
〇
三 

七
〇
〇 

六
九
五 

六
八
三 

六
七
六 

六
七
四 

六
四
三 

六
三
五 

〃 〃 六
三
三 

六
二
一 

五
九
七 

五
六
九 

五
一
四 

四
八
四 

四
六
〇 

四
五
三 

前
か
ら
五
行
目 

前
か
ら
八
行
目 

前
か
ら
一
〇
行
目 

後
か
ら
一
～
二
行
目 

ら
七
行
目 

前
か
ら
五
行
目 

後
か
ら
七
行
目 

後
か
ら
二
行
目 

前
か
ら
四
行
目 

前
か
ら
一
行
目 

前
か
ら
一
行
目 

後
か
ら
一
行
目 

前
か
ら
七
行
目 

前
か
ら
一
〇
行
目 

前
か
ら
六
行
目 

前
か
ら
三
行
目 

前
か
ら
一
三
行
目 

前
か
ら
五
行
目 

前
か
ら
一
〇
行
目 

前
か
ら
六
行
目 

後
か
ら
一
行
目 

後
か
ら
五
行
目 

後
か
ら
六
～
七
行
目 

前
か
ら
九
行
目 

前
か
ら
三
行
目 

前
か
ら
五
行
目 

後
か
ら
四
行
目 

後
か
ら
一
行
目 

前
か
ら
五
行
目 

前
か
ら
四
行
目 

前
か
ら
八
行
目 

彼
の
言
う
理
由
も
履
歴
か
ら
判
断
す
る
と
、

彼
ら
の 

こ
の
条
項 

さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
よ
う
な 

之
ヲ
為
ス
以
所
ガ 

断
行
す
る
」な
ど
、 

本
義
ニ
治
ハ
シ
ム
ル 

「閣
議
の
非
公
式
決
定
」 

に
つ
い
て
の
要
望 

提
案
ス
ル
コ
ト
ト
シ
タ
コ
ト
ノ 

希
望
ヲ
将
来
ノ
ニ 

を
主
と
す
る
も
の
に
分
け
て 

中
心
と
す
る
も
の
と 

風
俗
上
傷
害
ア
ル 

人
で
あ
る
。 

水
泳
、
潜
艇
、
航
海 

と
言
わ
れ
て
い
る
。 

『
地
方
自
治
制
』
史
学
研
究 

庶
人 

増
崇
す
べ
き 

区
長
を
有
給
と 

各
議
会
及
び
面
協
議
会 

邑
面
制
第
十
七
条 

各
議
会 

道
会
・
府
会
・
邑
会
・
面
協
議
会
（
以
下
、
各
議

会
と
略
称
す
る
場
合
が
あ
る―
山
中
注
） 

「
委
任
事
務
」
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
に

は
、
邑
面
を
統
轄
し
代
表
す
る
邑
面
長
（
邑

面
制
第
二
○
条
一
項
、
第
二
一
条
一
項
）
に
委
任
さ

れ
た
事
務 

在
朝
日
本
人 

総
力
戦
力
体
制 

以
テ
其
造
営
ヲ 

梅
津
ら
新
統
派 

選
挙
粛
制
運
動 

バ
ー
デ
ン
＝
バ
ー
デ
ン 
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→
 

→
 

→
 

→
 

→
 

→
 

→
 

→
 

→
 

→
 

→
 

→
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→
 

→
 

→
 

→
 

→
 

→
 

→
 

→
 

→
 

彼
の
履
歴
か
ら
判
断
す
る
と
、
彼
の 

こ
れ
ら
の
条
項 

さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
」よ
う
な 

之
ヲ
為
ス
以
所
ガ 

断
行
す
る
」
な
ど
の
、 

本
義
ニ
副
ハ
シ
ム
ル 

「閣
議
」の
「非
公
式
決
定
」 

に
つ
い
て
要
望 

提
案
ス
ル
コ
ト
ト
シ
タ
シ
ト
ノ 

希
望
ヲ
将
来
ニ 

の
動
向
に
つ
い
て
も 

中
心
と
し
て
考
察
す
る
中
で 

風
俗
上
障
害
ア
ル 

名
で
あ
る
。 

水
泳
、
漕
艇
、
航
海 

と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
台
北
帝
大

な
ど
が
台
湾
人
上
層
の
教
育
要
求
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き

た
か
は
疑
わ
し
い
（
本
書
、
三
〇
八
頁
）
。 

『
地
方
自
治
制
』」
史
学
研
究 

庶
民 

増
嵩
す
べ
き 

区
長
を
有
給
に 

各
議
会
ま
た
は
面
協
議
会 

邑
面
制
第
十
七
条
、
第
十
八
条 

各
議
会
・
面
協
議
会 

道
会
・
府
会
・
邑
会
（
以
下
、
各
議
会
と
略
称
す
る
場
合
が
あ
る―

 

山
中
注
）
・
面
協
議
会 

「
委
任
事
務
」
を
処
理
す
る
義
務
を
負
う
地
方
団
体
の
こ
と

で
あ
っ
て
、
そ
の
「
委
任
事
務
」
の
中
に
は
、
邑
面
を
統
轄
し

代
表
す
る
邑
面
長
（
邑
面
制
第
二
○
条
一
項
、
第
二
一
条
一
項
）
「
其

ノ
他
邑
面
ノ
機
関
」
に
委
任
さ
れ
た
事
務 

在
朝
鮮
日
本
人 

総
力
戦
体
制 

以
テ
其
運
営
ヲ 

梅
津
ら
新
統
制
派 

選
挙
粛
正
運
動 

バ
ー
デ
ン
・
バ
ー
デ
ン 

(

37) 

(

8) 

(

37) 

(

8) 

(

13) 
(

13) 

（
マ
マ
） 



       

九
三
九 

九
三
七 

九
二
五 

九
二
三 

〃 九
一
八 

九
〇
一 

八
九
六 

後
か
ら
一
〇
行
目 

前
か
ら
二
～
三
行
目 

後
か
ら
四
行
目 

前
か
ら
九
行
目 

後
か
ら
四
行
目 

後
か
ら
七
行
目 

後
か
ら
八
行
目 

後
か
ら
八
行
目 

田
中
・同
上
、
同
頁
。 

（
27
）
同
上
、
九
六
頁
～
九
七
頁
。 

（
28
）
同
上
、
九
七
頁
。 

 

内
地
の
軍
部
や
政
府
の
中
枢 

軍
部
と
朝
鮮 

総
督
府
に
「
連
絡
有
成
様 

予
メ
当
庁
ニ
連
絡
有
成
様 

地
域
で
あ
る
」
。 

行
っ
た
道
府
協
議
会
員 

→
 

 →
 

→
 

→
 

→
 

→
 

→
 

田
中
・同
上
、
同
頁
。 

こ
の
企
画
院
の
意
見
は
、
軍
部
中
枢
と
直
結
す
る
同
院
へ
出
向
の
陸
軍
武

官
調
査
官
（
田
中
申
一
『
日
本
戦
争
経
済
秘
史
』
田
中
申
一
・
日
本
戦
争
経

済
秘
史
刊
行
会
、
一
九
七
四
年
、
九
八
頁
～
九
九
頁
、
永
井
和
『
近
代
日
本

の
軍
部
と
政
治
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
、
二
〇
〇
二
年
、
二
二
九

頁
）
の
主
導
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
27
）
（
28
）
同
上
、
九
六
頁
～
九
七
頁
。 

本
国
の
軍
部
中
枢 

本
国
軍
部
中
枢
と
朝
鮮 

総
督
府
に
「
連
絡
相
成
様 

予
メ
当
庁
ニ
連
絡
相
成
様 

地
域
で
あ
る
。
」 

行
っ
た
道
・
府
会
議
員 

※
大
阪
大
学
出
版
会
Ｈ
Ｐ
「
お
客
様
向
け
情
報
」
に
最
新
の
訂
正
表
を
掲
載
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。（
本
表
は
二
〇
二
四
年
一
月
修
正
版
で
す
） 


